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(54)【発明の名称】 超音波診断装置

(57)【要約】
【課題】  超音波画像と共に生体内部を示す参照画像を
併せて表示できるようにする。
【解決手段】  超音波画像１１８と共にイラストイメー
ジである解剖図のイメージ１１７が表示される。そのイ
メージ１１７上には送受波領域を示すスキャンマーク１
１５’が合成表示される。イメージ１１７に関連付けて
コメント１１６を記入することもできる。解剖図のイメ
ージ１１７に代えて、Ｂモード画像から生成されるシェ
ーマ画像を表示させることもできる。プローブの位置や
姿勢に伴って解剖図のイメージを自動的に切り換えるよ
うにしてもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  生体内部の組織に対して超音波を送受波
し、これにより受信信号を出力する超音波探触子と、
前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成す
る超音波画像形成手段と、
前記組織を表す補助的な参照画像を出力する参照画像出
力手段と、
前記超音波画像とともに前記参照画像を表示する表示手
段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】  生体内部の組織に対して超音波を送受波
し、これにより受信信号を出力する超音波探触子と、
前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成す
る超音波画像形成手段と、
生体内部を模式的に表す複数のイラストイメージを格納
したイメージデータベースと、
前記イメージデータベースから前記組織に対応したイラ
ストイメージを選択するイメージ選択手段と、
前記超音波画像とともに、前記選択されたイラストイメ
ージを表示する表示手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】  請求項２記載の装置において、
前記イメージデータベースから選択されたイラストイメ
ージに加工処理を施すイメージ加工手段を含み、
前記表示手段に前記加工処理が施されたイラストイメー
ジが表示されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】  請求項３記載の装置において、
前記イメージ加工手段は、前記超音波画像の表示条件の
変更に応じて、前記加工処理の内容を変更することを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項５】  請求項２記載の装置において、
前記表示されたイラストイメージ上において超音波の送
受波領域を模式的に表すためのスキャンマークを生成す
るスキャンマーク生成手段を含み、
前記選択されたイラストイメージ上に前記スキャンマー
クが合成表示されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】  請求項５記載の装置において、
前記スキャンマーク生成手段は、前記超音波画像の表示
条件の変更に応じて、
前記スキャンマークの表示態様を変更することを特徴と
する超音波診断装置。
【請求項７】  請求項２記載の装置において、
前記表示手段の表示画面内に前記表示されたイラストイ
メージに関連付けてコメントを入力するためのコメント
記入手段を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】  請求項７記載の装置において、
前記超音波画像の表示条件の変更に応じて前記コメント
の表示位置を変更する手段を含むことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項９】  請求項２記載の装置において、
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前記イラストイメージはカラー解剖図であることを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項１０】  生体内部の組織に対して超音波を送受
波し、これにより受信信号を出力する超音波探触子と、
前記超音波探触子について座標情報を検出する検出手段
と、
前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成す
る超音波画像形成手段と、
生体内部を模式的に表す複数のイラストイメージを格納
したイメージデータベースと、
前記座標情報に基づいて、前記イメージデータベースか
ら前記組織に対応したイラストイメージを選択するイメ
ージ選択手段と、
前記超音波画像とともに、前記選択されたイラストイメ
ージを表示する表示手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１１】  請求項１０記載の装置において、
前記座標情報に基づいて前記表示されたイラストイメー
ジ上において超音波の送受波領域を模式的に表すための
スキャンマークを生成するスキャンマーク生成手段を含
み、
前記選択されたイラストイメージ上に前記スキャンマー
クが合成表示されることを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１２】  請求項１０記載の装置において、
前記イメージ選択手段は、更に被検体の体型に応じて前
記イラストイメージの選択を行うことを特徴とする超音
波診断装置。
【請求項１３】  生体内部の組織に対して超音波を送受
波し、これにより受信信号を出力する超音波探触子と、
前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成す
る超音波画像形成手段と、
外部装置から生体内部を模式的に表すイラストイメージ
を取得する手段と、
前記超音波画像とともに、前記イラストイメージを表示
する表示手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１４】  生体内部の組織に対して超音波を送受
波し、これにより受信信号を出力する超音波探触子と、
前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成す
る超音波画像形成手段と、
前記超音波画像に基づいてシェーマ画像を形成するシェ
ーマ画像形成手段と、
前記超音波画像とともに前記シェーマ画像を表示する表
示手段と、
を含むことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１５】  請求項１４記載の装置において、
前記シェーマ画像形成手段は、前記超音波画像に対する
少なくとも縮小処理を実行することを特徴とする超音波
診断装置。
【請求項１６】  請求項１４記載の装置において、
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前記シェーマ画像形成手段は、前記超音波画像に対する
少なくとも輝度反転処理を実行することを特徴とする超
音波診断装置。
【請求項１７】  請求項１４記載の装置において、
前記シェーマ画像形成手段は、前記超音波画像に対する
少なくともコントラスト強調処理を実行することを特徴
とする超音波診断装置。
【請求項１８】  請求項１４記載の装置において、
前記表示手段の表示画面内に前記シェーマ画像に関連付
けてコメントを入力するためのコメント記入手段を含む
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１９】  請求項１８記載の装置において、
前記超音波画像の表示条件の変更に応じて前記コメント
の表示位置を変更する手段を含むことを特徴とする超音
波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は超音波診断装置に関
し、特に超音波画像とともに参照画像を表示可能な装置
に関する。
【０００２】
【従来の技術】従来の超音波診断装置において、例えば
Ｂモード画像（二次元断層画像）の近傍には必要に応じ
てボディマークが表示される。ボディマークは、例えば
複数本のラインによって人体の各部（胸部、腹部など）
の外形を模式的に表現した極めて単純な図形イメージで
ある。超音波診断装置には、多数のボディマークが搭載
されており、それらをユーザーにより選択することが可
能である。
【０００３】ボディマーク上には、やはり単純図形（例
えば太線）によって構成されるプローブマークを表示さ
せることもできる。その場合に、実際の超音波探触子の
当接位置や当接向きに応じて、表示画面上において、プ
ローブマークの位置及び向きがユーザーによって設定さ
れる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】超音波画像を観察する
場合、上記のボディマーク及びプローブマークの位置関
係から、その超音波画像が生体内のどの部位の断面に相
当するのかを大凡把握することができるが、その詳細ま
でを認識することはできない。つまり、ボディマークは
人体の特定部位の外形（表面）を単に模式的に表したも
のであり、人体内部の様子を表現したものではない。ま
た、プローブマークは超音波探触子の当接位置を表すも
のであり、実際の超音波の送受波領域（走査面）の位置
や傾きは表現できない。特に、再生された超音波画像や
印刷された超音波画像を後日観察する場合には上記問題
が顕著となる。
【０００５】なお、超音波診断の実行後には検査レポー
トが作成される。具体的には、検査レポートには、印刷
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された超音波画像が貼り付けられ、それとともに、手書
きにてシェーマ図（超音波画像を説明するための概念
図）が描かれ、それにコメントが記入される。そのよう
な作業は手作業で行われていたため、非常に煩雑であっ
た。
【０００６】本発明は、上記従来の課題に鑑みなされた
ものであり、その目的は、超音波画像とともにより詳細
なガイダンス表示を行えるようにすることにある。
【０００７】本発明の他の目的は、超音波診断部位の特
定を容易に行えるようにすることにある。
【０００８】本発明の他の目的は、装置の表示画面上に
おいて検査レポートを作成できるようにすることにあ
る。
【０００９】
【課題を解決するための手段】（１）上記目的を達成す
るために、本発明は、生体内部の組織に対して超音波を
送受波し、これにより受信信号を出力する超音波探触子
と、前記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形
成する超音波画像形成手段と、前記組織を表す補助的な
参照画像を出力する参照画像出力手段と、前記超音波画
像とともに前記参照画像を表示する表示手段と、を含む
ことを特徴とする。
【００１０】上記構成によれば、超音波画像とともに補
助的な参照画像が表示され、その参照画像を観察するこ
とによって、生体内部の様子を補助的に観察することが
できる。従来のボディマークは、被検体の外形を示す単
純図形に過ぎないものであったが、参照画像は生体内部
の組織（診断対象組織あるいはその周辺組織までを含む
もの）を表すものである。同時に複数の参照画像を表示
するようにしてもよく、あるいは、段階的に内容の詳細
度が変化する複数の参照画像を切り替え表示するように
してもよい。参照画像と超音波画像は同一画面内に表示
され、後者に比べて前者は小さく付随的に表示するのが
望ましい。主表示器と補助表示器とを具備する超音波診
断装置においては、主表示器に超音波画像を表示し、補
助表示器に参照画像を表示するようにしてもよい。な
お、上記超音波画像は、Ｂモード画像、二次元ドプラ画
像、三次元画像などである。
【００１１】（２）また、上記目的を達成するために、
本発明は、生体内部の組織に対して超音波を送受波し、
これにより受信信号を出力する超音波探触子と、前記受
信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成する超音
波画像形成手段と、生体内部を模式的に表す複数のイラ
ストイメージを格納したイメージデータベースと、前記
イメージデータベースから前記組織に対応したイラスト
イメージを選択するイメージ選択手段と、前記超音波画
像とともに、前記選択されたイラストイメージを表示す
る表示手段と、を含むことを特徴とする。
【００１２】上記構成によれば、複数のイラストイメー
ジの中から適当なイラストイメージをマニュアルで又は
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自動的に選択して、そのイラストイメージを超音波画像
とともに表示することができる。イラストイメージは白
黒イメージであってもよいが、カラーイメージであるの
が望ましい。
【００１３】望ましくは、前記イメージデータベースか
ら選択されたイラストイメージに加工処理を施すイメー
ジ加工手段を含み、前記表示手段に前記加工処理が施さ
れたイラストイメージが表示される。加工処理には、例
えば、切り出し、拡大縮小の倍率変更などの形状変更、
解像度変換、カラー変換などをあげることができる。
【００１４】望ましくは、前記イメージ加工手段は、前
記超音波画像の表示条件の変更に応じて、前記加工処理
の内容を変更する。ここで、超音波画像の表示条件に
は、ズーム、表示深度の変更、表示領域の変更などの
他、結果として表示内容の変更をもたらす動作条件の変
更（例えば送受波条件の変更）も含まれる。このことは
以下の説明でも同様である。
【００１５】望ましくは、前記表示されたイラストイメ
ージ上において超音波の送受波領域を模式的に表すため
のスキャンマークを生成するスキャンマーク生成手段を
含み、前記選択されたイラストイメージ上に前記スキャ
ンマークが合成表示される。
【００１６】上記構成によれば、イラストイメージ上に
スキャンマークを表示して、組織との関係において、送
受波部位を一目瞭然に把握できる。プローブの種別ある
いは電子走査方式ごとに複数のスキャンマークを用意し
ておくのが望ましい。
【００１７】望ましくは、前記スキャンマーク生成手段
は、前記超音波画像の表示条件の変更に応じて、前記ス
キャンマークの表示態様を変更する。この構成によれ
ば、イラストイメージとの関係において、より正確にス
キャン範囲を表示することができる。
【００１８】望ましくは、前記表示手段の表示画面内に
前記表示されたイラストイメージに関連付けてコメント
を入力するためのコメント記入手段を含む。この構成に
よれば、超音波画像自体に直接記入を行うことなく、イ
ラストイメージ上にあるいはその近傍にコメントを記入
して、超音波画像の観察診断を支援する情報を付加する
ことができる。特に、記録された超音波画像を再生する
場合や印刷された超音波画像を観察する場合に、そのよ
うな情報を参照して診断の便宜を図ることができる。コ
メントには、例えば、各部位の名称、組織性状の説明な
どである。
【００１９】望ましくは、前記超音波画像の表示条件の
変更に応じて前記コメントの表示位置を変更する手段を
含む。上記構成によれば、表示条件の変更に連動してコ
メントの表示位置を追従変化させて、イラストイメージ
とコメントとの位置関係を維持することができる。
【００２０】望ましくは、前記イラストイメージはカラ
ー解剖図である。カラー解剖図は立体的な表現をもった
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図であるのが望ましく、画像化範囲の大きさが段階的に
異なる複数のイラストイメージを保持していくのが望ま
しい。
【００２１】（３）また、上記目的を達成するために、
本発明は、生体内部の組織に対して超音波を送受波し、
これにより受信信号を出力する超音波探触子と、前記超
音波探触子について座標情報を検出する検出手段と、前
記受信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成する
超音波画像形成手段と、生体内部を模式的に表す複数の
イラストイメージを格納したイメージデータベースと、
前記座標情報に基づいて、前記イメージデータベースか
ら前記組織に対応したイラストイメージを選択するイメ
ージ選択手段と、前記超音波画像とともに、前記選択さ
れたイラストイメージを表示する表示手段と、を含むこ
とを特徴とする。
【００２２】上記構成によれば、生体表面に当接される
あるいは体腔内に挿入される超音波探触子について、例
えばその空間位置及び姿勢（三次元位置や各軸回りの回
転角度など）が検出され、そのような座標情報に従っ
て、イメージデータベースからイラストイメージが自動
的に選択される。よって、例えば、超音波探触子を移動
走査させる場合に、走査面の各移動位置に対応する個々
のイラストイメージを順番に表示させることもできる。
例えば、心臓に対して様々な方位から超音波の送受波を
行う場合に、各方位ごとに適切なイラストイメージを自
動的に選択させることも可能である。
【００２３】望ましくは、前記座標情報に基づいて前記
表示されたイラストイメージ上において超音波の送受波
領域を模式的に表すためのスキャンマークを生成するス
キャンマーク生成手段を含み、前記選択されたイラスト
イメージ上に前記スキャンマークが合成表示される。こ
の構成によれば、座標情報に基づいてスキャンマークの
位置や形状を変化させ、より正しく診断部位を特定する
ことが可能となる。その場合には、例えば、イラストイ
メージの座標系が基準となる。
【００２４】望ましくは、前記イメージ選択手段は、更
に被検体の体型に応じて前記イラストイメージの選択を
行う。この構成によれば、各被検者の体型が異なって
も、その体型に応じたイラストイメージを選択すること
ができ、超音波診断部位の特定をより正確に行える。
【００２５】（４）また、上記目的を達成するために、
本発明は、生体内部の組織に対して超音波を送受波し、
これにより受信信号を出力する超音波探触子と、前記受
信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成する超音
波画像形成手段と、外部装置から生体内部を模式的に表
すイラストイメージを取得する手段と、前記超音波画像
とともに、前記イラストイメージを表示する表示手段
と、を含むことを特徴とする。
【００２６】上記構成によれば、ネットワーク上に存在
するイメージを超音波診断装置へ取り込んで、それを参
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7
照画像として利用することができる。よって、ネットワ
ークを介して複数の超音波診断装置間でイラストイメー
ジを転送したり共有したりすることもできる。
【００２７】（５）また、上記目的を達成するために、
本発明は、生体内部の組織に対して超音波を送受波し、
これにより受信信号を出力する超音波探触子と、前記受
信信号に基づいて前記組織の超音波画像を形成する超音
波画像形成手段と、前記超音波画像に基づいてシェーマ
画像を形成するシェーマ画像形成手段と、前記超音波画
像とともに前記シェーマ画像を表示する表示手段と、を
含むことを特徴とする。
【００２８】上記構成によれば、超音波画像自体を利用
して、シェーマ（schema）画像を自動作成することがで
き、図の手書きの煩わしさから解放される。シェーマ画
像は、超音波画像よりも小さい画像であるのが望まし
く、超音波画像に対して付随的に表示されるものであ
る。
【００２９】望ましくは、前記シェーマ画像形成手段
は、前記超音波画像に対する少なくとも縮小処理を実行
する。その縮小処理を行う際に、解像度を低下させるよ
うにしてもよい。
【００３０】望ましくは、前記シェーマ画像形成手段
は、前記超音波画像に対する少なくとも輝度反転処理を
実行する。望ましくは、前記シェーマ画像形成手段は、
前記超音波画像に対する少なくともコントラスト強調処
理を実行する。基本的には、シェーマ画像は、詳細表現
用ではなく概括的な組織構造を表現するためのものであ
り、そのような用途に適合した画像変換を行うのが望ま
しい。
【００３１】望ましくは、前記表示手段の表示画面内に
前記シェーマ画像に関連付けてコメントを入力するため
のコメント記入手段を含む。その場合に、シェーマ画像
上に直接テキストデータを入力するようにしてもよい
が、シェーマ画像の特定箇所から引出線を引き出して、
その先にコメントを入力するようにしてもよい。
【００３２】望ましくは、前記超音波画像の表示条件の
変更に応じて前記コメントの表示位置を変更する手段を
含む。この構成によれば、表示条件が変更され、これに
よってシェーマ画像の内容が変更されても、それに追従
させてコメントの位置を変更できる。
【００３３】
【発明の実施の形態】以下、本発明の好適な実施形態を
図面に基づいて説明する。
【００３４】図１には、本発明に係る超音波診断装置の
好適な実施形態が示されており、図１はその全体構成を
示すブロック図である。プローブ１０は、本実施形態に
おいて被検体の体表面上に当接して用いられ、超音波を
送受波する送受波器である。プローブ１０内には複数の
振動素子からなるアレイ振動子が内蔵されている。この
アレイ振動子によって超音波ビームが形成され、その超
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音波ビームを電子走査することにより走査面が形成され
る。ここで、電子走査方式としては、例えば電子セクタ
走査、電子リニア走査などの各種の走査方式をあげるこ
とができ、さらに超音波ビームを二次元的に走査して三
次元エコーデータ空間を形成する場合にも本発明を適用
可能である。
【００３５】送信部１８は、アレイ振動子を構成する複
数の振動素子に対して送信信号を供給する回路である。
この送信部１８はいわゆる送信ビームフォーマーとして
機能する。受信部２０は、プローブ１０内の各振動素子
から出力される受信信号に対して整相加算処理を実行
し、これにより整相加算後の受信信号を出力する回路で
ある。この受信部２０はいわゆる受信ビームフォーマー
として機能する。Ｂモード処理部２２には、受信部２０
から出力される受信信号に基づいて二次元断層画像とし
てのＢモード画像を形成する処理を実行する回路であ
り、そのように形成されたＢモード画像の画像情報はＤ
ＳＣ２８へ出力される。
【００３６】ドプラ処理部２４は、受信部２０から出力
される受信信号に含まれるドプラ情報を抽出し、生体内
の運動体、特に血流の二次元画像を形成するための信号
処理を実行する回路である。ドプラ処理部２４から出力
されるドプラ情報、例えば速度情報や分散情報などはＤ
ＳＣ２８に出力されている。
【００３７】ＤＳＣ（デジタルスキャンコンバータ）２
８は、座標変換機能、データ補間機能、画像合成機能な
どを有する公知の回路であり、このＤＳＣ２８から出力
される超音波画像の画像データが後述する表示処理部３
０へ出力されている。
【００３８】本実施形態においては、プローブ１０に位
置センサ部１２が一体的に設けられている。この位置セ
ンサ部１２は磁場を検知する互いに異なる向きに配置さ
れた複数の磁力センサによって構成されるものである。
磁場発生部１４は複数の磁場発生器によって構成され、
これによってプローブ１０が存在する空間に異なる複数
の磁場が形成される。よって、そのような複数の磁場を
複数の磁場センサによって検知することにより、それら
の検知結果からプローブ１０の三次元空間内における座
標や各軸回りの回転角度などを特定することができる。
そのような座標及び角度の演算は位置姿勢計測部１６に
よって行われている。これらの位置センサ部１２、磁場
発生部１４及び位置姿勢計測部１６はそれ自体公知のも
のである。いずれにしてもプローブ１０の位置及び姿勢
を示す座標情報が各種の自動設定のために制御部２６に
出力されている。なお、プローブ１０の位置及び姿勢を
検出する方式としては上記のもの以外の方式を採用する
こともできる。
【００３９】制御部２６は超音波診断装置に含まれる各
構成の動作制御を行う手段であり、本実施形態において
は特に表示制御機能を具備している。これについては後
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9
に詳述する。操作パネル４２は制御部２６に接続されて
おり、この操作パネル４２は例えばキーボードやトラッ
クボールなどで構成され、ユーザーによって操作される
ものである。通信部４６は外部のネットワークに接続さ
れており、そのネットワーク上に接続された外部装置と
の間で通信を行うことが可能である。本実施形態におい
ては、外部装置上に格納されている解剖図のイラストデ
ータを本装置内にダウンロードすることができる。
【００４０】シェーマ画像形成部３４は、後に説明する
ように、Ｂモード画像について加工処理を施すことによ
りシェーマ画像を形成する回路である。そのシェーマ画
像の画像データは表示処理部３０へ出力される。
【００４１】解剖図データベース（ＤＢ）３６は、人体
内部を表す多種類の解剖図のイメージを格納した記憶部
によって構成されるものであり、制御部２６の選択によ
り、特定の解剖図のイメージが解剖図ＤＢ３６から読み
出され、そのイメージが表示処理部３０へ出力される。
【００４２】スキャンマーク形成部３８は、後に説明す
る走査領域の外形を示すスキャンマークを形成する回路
であり、そのスキャンマークのイメージデータが表示処
理部３０へ出力されている。ボディマーク記憶部４０は
従来の超音波診断装置と同様に、人体の各部の外形を単
純な図形として表した各種のボディマークを記憶した回
路であり、いずれかのボディマークが選択されると、そ
のイメージデータが表示処理部３０へ出力される。
【００４３】表示処理部３０は、超音波画像に対して他
の画像（イメージ）を合成して表示画面イメージを形成
し、そのデータを表示部３２に出力する回路である。ま
た、表示部３２に表示される画像情報は印刷部４８にお
いて用紙上に印刷することもでき、すなわち検査レポー
トを発行することができる。
【００４４】次に、図２以降の各図を用いて、図１に示
した超音波診断装置の具体的な構成及び動作例について
説明する。
【００４５】図２には、解剖図ＤＢ３６のデータ構造の
一例が示されている。図示されるように、各解剖図のイ
メージデータはこの例において科目及びタイプによって
区分されており、各イメージデータごとに座標情報が関
連付けられている。例えば、科目として「腹部」が指定
され、タイプとして「全体」が指定された場合には、そ
れらによって特定されるファイル名をもったイメージデ
ータが検索され、当該イメージデータが図１に示した表
示処理部３０へ出力される。
【００４６】図２に示されるように、本実施形態におい
ては、段階的に詳細度が異なる多数の解剖図イメージデ
ータが用意されており、そのようなイメージデータを適
宜選択して超音波画像と共に表示画面上に表示させるこ
とができる。この場合において、例えば生体内部の臓器
の表面全体を表示したり、あるいはその臓器の特定方向
からの断面を表示させたりすることもできる。上記の座
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標情報は、各イメージデータの座標関係を特定するため
の情報であり、後述するように、プローブ１０の移動に
伴って、複数のイメージデータを順番に選択する際に各
イメージデータの座標情報が参照される。もちろん、プ
ローブ１０の移動方向があらかじめ固定的に定められて
いる場合には、各イメージデータごとに画像情報をもた
せることなく表示順序を表す情報のみを付加すればよ
い。
【００４７】解剖図ＤＢ３６に関しては各種の変形が可
能である。ちなみに、解剖図ＤＢ３６がＣＤ－ＲＯＭ等
の外部記憶装置によって実質的に構成されるようにして
もよい。なお、制御部２６によって外部装置からダウン
ロードされたイメージデータは図示されていない記憶部
に一旦格納された後、必要に応じてそのイメージデータ
が表示処理部３０へ出力されている。
【００４８】図３には、スキャンマーク形成部３８が生
成するスキャンマークの基本形態が示されている。図示
されるように、本実施形態においては二次元スキャンに
関して（Ａ）～（Ｄ）までの複数のスキャンマークが用
意されており、それらは各電子走査方式に対応したもの
である。また、本実施形態においては（Ｅ）及び（Ｆ）
に示すように三次元データが取り込まれる場合のスキャ
ンマークについても用意されている。もちろん、それら
のスキャンマークが実際に画像表示される場合には、後
に詳述するように、表示される解剖図のイメージあるい
はシェーマ画像との関係においてスキャンマークの形状
が変換される。
【００４９】図４には、超音波画像と共に解剖図のイラ
ストイメージを表示する場合におけるイメージ処理の一
例が示されている。まず、本実施形態においては図１に
示した解剖図ＤＢ３６から、マニュアル選択によりある
いは自動選択により、解剖図のイメージが選択出力され
る。それが図４において符号１００の原解剖図として示
されている。
【００５０】表示処理部３０においては、原解剖図１０
０から、必要に応じて、マニュアル指定により、あるい
は自動指定により特定の領域１０２に対応する部分が切
り出される。それが図４において符号１０４で示されて
いる。
【００５１】一方、図１に示したスキャンマーク形成部
３８から、マニュアル指定によりあるいは自動選択によ
っていずれかのスキャンマークのイメージが出力され
る。それが図４において原スキャンマーク１０６として
表されている。表示処理部３０においてはその原スキャ
ンマーク１０６に対して、マニュアル指定によりあるい
は自動変換により、形状修正がなされる。それが図４に
おいて符号１０８で示されている。その修正されたスキ
ャンマーク１０８の表示位置はマニュアル指定され、あ
るいは自動的に指定される。
【００５２】表示処理部３０は、このように構成された
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解剖図１０４及びスキャンマーク１０８を含むイメージ
を超音波画像と合成し、その合成された画像イメージを
表示部３２に出力している。よって、超音波画像と共
に、解剖図のイメージ及びスキャンマークが表示される
ため、診断対象となった組織及びその周辺の様子を観察
できると共に、スキャンマークの位置及び形態から超音
波診断が実際にどの方向で行われているのかを容易に把
握することができる。
【００５３】本実施形態においては、そのような表示が
なされている状態において、表示深度や表示視野範囲な
どの表示条件の変更がなされると、図４において符号１
１０及び符号１１２で示すように、表示条件の変更に伴
って、表示イメージの内容が変更される。符号１１０で
示す例では、例えば表示深度が浅くされた場合に、プロ
ーブマーク１０８の形状及び位置はそのまま維持され、
一方、解剖図の倍率が変更されている。符号１１２で示
す例では、上述同様の場合に、解剖図の倍率は維持さ
れ、スキャンマークの形状が縮小されている。それが符
号１１４で示されている。
【００５４】このような自動的な表示変更によれば、解
剖図のイメージを参照する場合に、実際の診断部位との
関係を誤り無く把握することができるという利点があ
る。
【００５５】図５には、以上のような解剖図のイメージ
を表示する場合の表示例が示されている。図５に示され
るように、Ｂモード画像１１８の近傍には解剖図である
カラーイメージ１１７が表示されている。このカラーイ
メージ１１７は、解剖図ＤＢ３６から出力されたイメー
ジあるいはそれに加工処理を施したイメージであり、ま
たはダウンロードされたイメージである。また、図５に
示されるように、カラーイメージ１１７には超音波の送
受波領域である走査面を表すスキャンマーク１１５’が
合成表示されているが、それはスキャンマーク形成部３
８から出力されるスキャンマーク１１５に対して形状変
換を行って生成されたものである。
【００５６】本実施形態においては、イメージ１１７上
にあるいはそれに関連づけてコメントをテキストデータ
として記入することもでき、それが図５において符号１
１６で示されている。例えばそのようなコメント文の記
入に当たっては引出線を利用するようにしてもよいし、
イメージの特定部分上に直接的にテキストデータを記入
することもできる。
【００５７】なお、図５には解剖図の一例として心臓の
表面を表すイラストイメージが示されているが、もちろ
ん心臓の断面を表す解剖図のイメージを表示し、そのイ
メージ上に上記同様にスキャンマーク１１５’を合成表
示させるようにしてもよい。
【００５８】なお、図５においてはＢモード画像１１８
のサイズに対してやや小さなサイズをもった解剖図のイ
メージ１１７が示されているが、実際の超音波診断装置
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における表示画面上においてはより小さな解剖図のイメ
ージ１１７を表示するのが望ましい。
【００５９】図６には、図１に示した超音波診断装置の
他の表示例が示されている。
【００６０】図６において、表示画面２０４上にはＢモ
ード画像２０６が表示される。このＢモード画像２０６
は図１に示したＢモード処理部２２によって生成された
ものであり、それが図６において符号２００で示されて
いる。本実施形態においては、そのようなＢモード画像
２００に基づいて図１に示したシェーマ画像形成部３４
がシェーマ画像２０２を生成する。
【００６１】具体的には、Ｂモード画像２００に対して
縮小処理、輝度反転処理、コントラスト強調処理などの
画像処理を実行することにより、シェーマ画像２０２が
生成される。もちろん、他の画像処理手法を利用してシ
ェーマ画像を作成するようにしてもよい。
【００６２】このように形成されたシェーマ画像２０２
は、実際の表示画面２０４上において、Ｂモード画像２
０６に隣接して表示される。図６においてはそれが符号
２０８で示されている。この表示例においてもシェーマ
画像２０８上にあるいはそれに関連づけてコメントとし
てテキストデータ２１０を入力することができる。
【００６３】よって、このような表示方法によれば、Ｂ
モード画像２０６を観察する場合において、コメント２
１０が付されたシェーマ画像２０８を参照することによ
り、組織の診断の便宜を図ることができ、またこのよう
な表示画面を印刷することにより検査レポートの主要部
を構成できるという利点がある。
【００６４】図６に示されるように、この表示例におい
ては、表示画面２０４内に従来同様にボディマーク２１
４も表示されており、そのボディマーク２１４はボディ
マーク記憶部４０（図１参照）から出力されたイメージ
である。表示処理部３０内にある公知の回路によってそ
のボディマーク２１４上にプローブマーク２１２を表示
することができ、すなわちそのプローブマーク２１２の
位置によってプローブの当接部位を大凡把握することが
できる。
【００６５】次に、図７～図９を用いて図１に示した装
置の動作について詳述する。
【００６６】図７には、各種の設定をマニュアルで行い
ながら図５に示したような表示画面を構成する場合の動
作例が示されている。
【００６７】Ｓ１０１では、操作パネル４２などを利用
して診断対象となる組織が指定される。例えば心臓、肝
臓といった対象が指定される。Ｓ１０２では、操作パネ
ル４２を利用して図３に示したスキャンマークの中から
実際に使用しているプローブ１０や実際に実行される電
子走査方式などに対応するスキャンマークが選択され
る。この場合においては例えば表示画面上にスキャンマ
ークの一覧表示を行うようにしてもよい。
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【００６８】Ｓ１０３では、解剖図ＤＢ３６に格納され
た複数の解剖図のイメージの中から、Ｓ１０１で指定さ
れた対象組織に関連するあるいは対象組織を含む解剖図
が検索され、それらのリストが画面上に表示される。そ
こで、Ｓ１０４では、ユーザーによっていずれかのイメ
ージが選択される。Ｓ１０５では、必要に応じて、操作
パネル４２を利用して選択されたイメージ内における切
出範囲や表示倍率などの指定がなされる。もちろん、解
剖図ＤＢ３６から出力された解剖図のイメージをそのま
ま画像表示してもよい。また、それを表示する位置をユ
ーザー選択できるようにしてもよい。
【００６９】Ｓ１０６では、表示画面上にＢモード画像
と解剖図のイメージとが同時表示される（図５参照）。
もちろん表示される超音波画像はＢモードには限られ
ず、他の超音波画像であってもよい。
【００７０】Ｓ１０７では、Ｓ１０６において、暫定的
に表示されたスキャンマークに対して、その位置決めの
操作とその形状を修正する操作がなされる。これは上述
同様に操作パネル４２を利用してユーザーによってなさ
れる。
【００７１】Ｓ１０８では、再設定を行うか否かが判断
され、再設定を行う場合にはＳ１０３からの各工程が実
行される。一方、再設定を行わない場合には、Ｓ１０９
以降の各工程が実行される。Ｓ１０９では、超音波画像
を含む表示画面がフリーズされ、すなわち静止画の状態
にされる。Ｓ１１０では、操作パネル４２を利用してコ
メントを記入する位置の指定を行いつつ実際にコメント
がテキストデータとして入力される。その状態が上述し
たように図５に示されている。
【００７２】図７におけるＳ１１１では、上記のような
表示状態において、例えば表示深度や表示視野範囲など
の表示条件の変更があったか否かが判断され、そのよう
な変更があった場合には、Ｓ１１２乃至Ｓ１１４の各工
程が実行される。Ｓ１１２では、表示条件の変更に従っ
て、必要に応じて、解剖図の切出範囲及び表示倍率が変
更される。
【００７３】Ｓ１１３では、表示条件の変更に従って、
必要にに応じて、スキャンマークの位置及び形状が変更
される。すなわち、表示条件が変更された場合に、解剖
図のイメージとスキャンマークとの関係が実際の組織と
超音波の送受波領域との関係に合致するように表示内容
の変更がなされることになる。Ｓ１１４では、上記同様
に表示条件の変更に従って、必要に応じて、コメントが
挿入された位置が変更される。これによって、例えば表
示倍率が変更されたような場合に、変更の前後で同じ部
分にコメントを位置決めすることができる。Ｓ１１５に
おいて、表示画面の内容を確定するか否かが判断され、
確定の操作がなされると、必要に応じてＳ１１６におい
て表示画面の内容が記憶装置上に記憶され、あるいは印
刷部４８に出力されて用紙上に記録されることになる。
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【００７４】図８には、自動的な設定を基本としつつ超
音波画像と共に解剖図のイメージを同時表示する場合の
動作例が示されている。
【００７５】Ｓ２０１では、被検者についての年齢、性
別、体重などの体型を特定するための情報（体型情報）
が取得される。この場合においては、あらかじめ超音波
診断装置に登録されている情報を取得するようにしても
よいし、操作パネル４２を利用してユーザー入力させる
ようにしてもよい。
【００７６】Ｓ２０２では、超音波診断の対象となる組
織が認識される。例えば超音波診断装置上に診断対象が
登録されている場合にはその情報を認識するようにして
もよいし、あるいは操作パネル４２を利用してユーザー
によって対象組織を入力させるようにしてもよい。
【００７７】Ｓ２０３では、プローブタイプあるいは電
子走査方式を自動認識することによってスキャンマーク
が自動選択される。もちろん、スキャンマークをマニュ
アルによって選択させるようにしてもよい。
【００７８】Ｓ２０４では、座標系の初期設定が行われ
る。すなわち、生体上の座標系に対してプローブの座標
系（装置が認識する座標系）を合致させるために、例え
ば生体の特定の断面（基準面）に走査面が合致するよう
にプローブ１０の当接位置や当接姿勢がユーザーによっ
て調整される。その場合においては、被検者の体格情報
に従って構成される骨格図を画面上に表示し、その骨格
図上において基準面を任意に指定し、その基準面に走査
面が合致するようにプローブ１０の当接を調整するよう
にしてもよいし、あるいはプローブ１０の現在の当接状
態においてその走査面に合致する座標を前記骨格図上に
おいて指定するようにしてもよい。
【００７９】いずれにしても、座標系の初期設定に当た
っては、解剖図ＤＢ３６内に格納された各イメージをプ
ローブの位置や姿勢に応じて自動選択できる限りにおい
て各種の手法を利用することができる。
【００８０】Ｓ２０５では、位置センサ部１２から出力
される信号に基づいて位置姿勢計測部１６によってプロ
ーブ座標情報が生成され、それが制御部２６へ出力され
る。Ｓ２０６では、そのようなプローブ座標情報、体型
情報、及びその他の情報に基づいて、制御部により、解
剖図ＤＢ３６の中から適当な解剖図のイメージが選択さ
れ、制御部２６により表示処理部３０に対して当該イメ
ージに対する切出範囲及び表示倍率などの条件が指示さ
れる。
【００８１】これと同様に、Ｓ２０７においては、プロ
ーブ座標情報、体型情報、及びその他の情報に基づい
て、制御部２６からスキャンマーク形成部３８に対して
特定のスキャンマークを生成させる指示が出され、スキ
ャンマーク形成部３８から特定のスキャンマークのイメ
ージが表示処理部３０へ出力される。これと共に、制御
部２６から当該スキャンマークに対する表示位置及び形
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状を指定する情報が表示処理部３０へ出力される。
【００８２】上記のような制御部２６からの各種の指示
を受けた表示処理部３０は、Ｓ２０８において、合成表
示する解剖図のイメージを形成し、また合成表示するス
キャンマークのイメージを形成し、それらのイメージと
共にＢモード画像を合成表示させる。
【００８３】Ｓ２０９において、ユーザーによってフリ
ーズの操作があるまで、Ｓ２０５からＳ２０８までの各
工程が繰り返し実行され、すなわち被検体の表面上にお
いてプローブ１０の位置を変更したりあるいはプローブ
１０の姿勢を変更したりすると、その都度、実際に形成
される送受波面に対応した解剖図のイメージが選択表示
され、またそれに伴って適正なスキャンイメージが形成
表示されることになる。
【００８４】Ｓ２０９でユーザーによりフリーズ操作が
なされると、図７に示したＳ１０９以降の各工程が実行
される。
【００８５】図９には、図６に示したようなシェーマ画
像を超音波画像と共に表示する場合における処理例が示
されている。Ｓ３０１では、Ｂモード画像に基づいて、
シェーマ画像形成部３４によりシェーマ画像が形成され
る。Ｓ３０２では、超音波画像と共にシェーマ画像が合
成表示される。
【００８６】Ｓ３０３では、ユーザーによりフリーズ操
作がなされたか否かが判断され、フリーズ操作がなされ
たと判定されると、Ｓ３０４においてユーザーによりシ
ェーマ画像に対するコメントの記入がなされる。具体的
には、表示画面上において記入位置を指定しつつテキス
トデータの入力がなされる。Ｓ３０５では、表示条件の
変更があったか否かが判断され、表示条件が変更された
場合には、Ｓ３０６において、表示条件の変更に応じ
て、コメントが表示されている位置が変更され、すなわ
ち、表示条件の変更前後における記入部位とコメントと
の対応関係が維持されるように、表示条件の変更後にお
いてコメントの位置が適宜修正される。
【００８７】Ｓ３０７では、表示内容が確定したか否か
が判断され、確定されていればＳ３０８において表示内
容が図示されていない記憶装置に格納され、また必要に
応じて印刷部４８において用紙上に記録されることにな
る。上記の実施形態においてスキャンマークを表示する
場合には、その表面及び裏面の区別が必要な場合には、
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その向きを表す付随的なマークなどを表示させるように
してもよい。また、図５に示した表示例においてはボデ
ィマークが表示されていないが、もちろんそのような表
示例においても従来同様にボディマークを表示させるよ
うにしてもよい。
【００８８】また、上記実施形態においては、超音波画
像と共に１つだけ参照画像が表示されていたが、もちろ
ん段階的に表示倍率が変更された複数の参照画像を表示
させるようにしてもよい。
【００８９】
【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、
超音波診断画像と共にガイダンス表示を行うことができ
る。また本発明によれば超音波画像の観察の便宜を図る
ことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本実施形態に係る超音波診断装置の全体構成
を示すブロック図である。
【図２】  解剖図ＤＢのデータ構造の一例を示す図であ
る。
【図３】  各種のスキャンマークの形態を示す図であ
る。
【図４】  解剖図の切出処理とスキャンマークの合成処
理とを説明するための図である。
【図５】  超音波画像と解剖図のイメージの同時表示を
説明するための図である。
【図６】  超音波画像とシェーマ画像の同時表示を説明
するための図である。
【図７】  超音波診断装置の動作例を示すフローチャー
トである。
【図８】  超音波診断装置の動作例を示すフローチャー
トである。
【図９】  超音波診断装置の動作例を示すフローチャー
トである。
【符号の説明】
１０  プローブ、１２  位置センサ部、１４  磁場発生
部、１６  位置姿勢計測部、１８  送信部、２０  受信
部、２６  制御部（表示制御部）、３０  表示処理部、
３２  表示部、３４  シェーマ画像形成部、３６  解剖
図データベース、３８  スキャンマーク形成部、４０  
ボディマーク形成部。
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